
 

 

さいたま市教育委員会告示第７号 

さいたま市教育委員会会議定例会を次のとおり開催するので、さいたま市教育委員会会議規則（平

成１３年さいたま市教育委員会規則第２号）第３条の規定により告示する。 

令和８年４月１６日 

さいたま市教育委員会教育長 竹 居 秀 子  

１ 日時 令和８年４月２３日（木） 午後２時００分 

２ 場所 教育委員会室 

３ 会議に付すべき事件 

⑴ 教育長の報告 

報告第７号 さいたま市教職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改

正する規則の制定について 

報告第８号 さいたま市教育職員の義務教育等教員特別手当に関する規則の一部を改正

する規則の制定について 

報告第９号 さいたま市教職員の扶養手当に関する規則の一部を改正する規則の制定に

ついて 

報告第１０号 さいたま市教職員の住居手当に関する規則の一部を改正する規則の制定に

ついて 

報告第１１号 さいたま市教職員の通勤手当に関する規則の一部を改正する規則の制定に

ついて 

報告第１２号 さいたま市教職員の単身赴任手当に関する規則の一部を改正する規則の制

定について 

報告第１３号 さいたま市教育職員の管理職員特別勤務手当に関する規則の一部を改正す

る規則の制定について 

報告第１４号 さいたま市教職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する

規則の制定について 

⑵ 議  事 

議案第２９号 議決事項の一部変更について（さいたま市立谷田小学校（５－１、－２、 

－３・６・７棟）リフレッシュ改修（建築）工事請負契約） 

議案第３０号 さいたま市授業料等徴収条例施行規則の一部を改正する規則の制定につい

て 

議案第３１号 さいたま市教職員健康審査会委員の委嘱について 

議案第３２号 さいたま市就学支援委員会委員の委嘱及び任命について 

議案第３３号 市指定文化財の種別変更について 

⑶ そ の 他 

市長と教育委員会との地方自治法第１８０条の２及び１８０条の７の規定に基づく協議の一

部を改正する協議の回答について 

市長と教育委員会との地方公務員法第２３条の２の規定に基づく協議の回答について 

市長と教育委員会との地方公務員法第２３条の２の規定に基づく協議の回答について 

市長と教育委員会との地方公務員法第２３条の２の規定に基づく協議の回答について 

市長と教育委員会との地方公務員法第２３条の２の規定に基づく協議の回答について 

 


